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海の上には線がいっぱい！
～漁業管理制度と漁業法～

自
分
の
土
地
で
作
物
を
作
る
農
業
と
は
異
な
り
、
所
有
権
の
な

い
海
で
所
有
権
の
な
い
（無
主
物
）魚
を
獲
る
漁
業
で
は
、
関
係
者

の
合
意
や
調
整
に
よ
る
一
定
の
ル
ー
ル
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
一
度
使
え
ば
な
く
な
る
鉱
物
と
は
違
い
、
水
産
資
源
は
適

正
に
管
理
す
れ
ば
再
生
産
す
る
、
逆
に
言
え
ば
、
無
秩
序
に
獲
り

す
ぎ
る
と
絶
滅
す
る
と
い
う
特
性
か
ら
も
、
漁
業
の
規
制
や
資
源

管
理
と
い
う
考
え
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

今
回
は
、
一
般
の
方
に
は
馴
染
み
は
薄
い
で
す
が
、
安
定
的
な
水

産
物
の
供
給
や
漁
業
秩
序
維
持
の
た
め
に
は
欠
か
す
こ
と
が
出
来

な
い
漁
業
管
理
制
度
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
漁
業
管
理
の
歴
史

日
本
の
漁
業
は
、
基
本
的
に
無
主

物
で
あ
る
魚
を
漁
獲
す
る
た
め
、

獲
っ
た
者
勝
ち
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
方

式
と
も
言
え
ま
す
。
こ
の
性
格
は
、

大
化
の
改
新
の
際
に
出
さ
れ
た
「大

宝
律
令
」の
雑
令
に
「山
川
藪
沢
の

利
は
、
公
私
こ
れ
を
共
に
す
。
」と

書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
世
に
至

る
ま
で
、
ほ
ぼ
規
制
が
な

県
１
漁
協
を
推
進
し
ま
し
ょ
う

●
購
買
は
漁
協
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

●
預
金
、
公
共
料
金
は
信
漁
連
へ

く
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
の
流
れ
を
く

む
も
の
で
す
。

漁
業
制
度
が
成
立
し
た
の
は
封
建

制
度
に
よ
り
各
領
主
が
土
地
と
同
じ

よ
う
に
漁
場
を
領
有
す
る
よ
う
に
な

っ
た
江
戸
時
代
で
す
。
寛
保
元
年
に

出
さ
れ
た
「律
令
要
略
」に
は
、
「磯
は

地
附
」と
し
て
、
そ
の
漁
村
前
の
海
を

占
有
的
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
書
か

れ
て
お
り
、
占
有
で
き
る
地
先
の
範

囲
を
「船
の
櫂
が
届
く
と
こ
れ
ま

で
」と
定
め
た
地
域
も
あ
る
よ
う
で

す
。
■
漁
業
法
の
特
徴

地
先
を
占
有
す
る
と
い
う
概
念

は
、
現
代
の
漁
業
法
に
お
い
て
も
、

漁
協
が
免
許
を
受
け
て
組
合
員
が

共
同
で
地
先
の
貝
類
等
を
獲
る
「共

同
漁
業
権
」と
し
て
受
け
継
が
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
共
同
で
権
利
を
有

す
る
と
い
う
考
え
方
を
持
つ
権
利
と

し
て
は
、
水
利
権
、
入
山
権
な
ど
が

あ
り
、
漁
業
法
は
、
ゲ
ル
マ
ン
法
的

な
概
念
を
ロ
ー
マ
法
的
に
規
定
し
た

と
い
う
特
徴
も
持
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
米
国
で
は
魚
は
全
て
国
の

所
有
と
さ
れ
て
お
り
、
漁
獲
量
も
割

当
制
で
出
口
を
規
制
す
る
な
ど
、
主

に
許
可
や
免
許
で
入
り
口
を
規
制
し

て
き
た
日
本
と
は
全
く
異
な
る
管

理
体
制
と
な
っ
て
い
ま
す
。

漁
業
法
で
は
、
各
漁
業
を
操
業
形

態
や
漁
船
の
規
模
等
で
区
分
し
て
お

り
、
本
県
に
も
多
い
遠
洋
か
つ
お
・ま

ぐ
れ
漁
業
な
ど
２
百
海
里
を
越
え
て

操
業
す
る
よ
う
な
漁
業
は
指
定
漁

業
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
許
可

を
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
知
事
が
管
理
す
る
漁
業
と

し
て
は
、
知
事
許
可
漁
業
と
漁
業
権

漁
業
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
漁
法
、

操
業
区
域
、
操
業
期
間
等
が
細
か
く

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
「水
面
を

総
合
的
に
利
用
す
る
」と
い
う
漁
業

法
の
精
神
か
ら
、
操
業
区
域
は
重
複

し
て
い
る
場
合
も
多
く
、
海
の
上
に

は
見
え
な
い
線
が
錯
綜
し
て
い
ま
す
。

【編集後記】
昨年同時期もそうだっ
たが、公私ともに多忙で
磯釣りに至っては今シー
ズンは０回。唯一の楽し
みは子供が寝静まり、家
事が終わった深夜のリビ
ング。安い深夜料金を駆
使してＣＤ鑑賞、ネットショ
ッピング、オンラインゲー
ム･･･おかげで昼休みは
夢の中です(>_<)

流通改善・販売促進はお任せを！

水産物を売り出したい、一次加工をしたいなどの
相談があれば、まずはお電話下さい。選りすぐりの
スタッフを直ちに急行させ、きっとあなたのお役に
立ちます！

●室戸漁業指導所 TEL 0887-22-0645

●中央漁業指導所 TEL 088-856-1164

●土佐清水漁業指導所TEL 0880-82-0569

●宿毛漁業指導所 TEL 0880-67-0767

【コ
ラ
ム
】

「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」

イ
ー
ジ
ス
艦
と
漁
船
の
衝
突

事
故
に
関
し
、
防
衛
省
の
責
任

云
々
の
報
道
が
喧
し
い
が
、
一

連
の
報
道
で
最
も
強
く
印
象
に

残
っ
た
の
は
、
同
僚
漁
業
者
の

捜
索
活
動
で
あ
っ
た
。
１
週
間

漁
を
休
み
、
自
分
の
収
入
を
投

げ
打
っ
て
ま
で
仲
間
を
捜
索
す

る
組
織
が
他
に
あ
る
だ
れ
う
か
。

漁
村
地
域
は
閉
鎖
性
が
強
い
と

批
判
す
る
声
も
あ
る
が
、
現
代

社
会
が
抱
え
る
多
く
の
問
題
は

地
域
の
結
び
つ
き
の
欠
如
が
原

因
と
思
え
て
な
ら
な
い
。

し
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
漁
業
者
は

「山
た
て
」と
い
う
技
術
を
用
い
て
こ

れ
を
把
握
し
て
い
ま
す
。
こ
の
方
法

は
過
去
に
良
く
釣
れ
た
場
所
を
ピ

ン
ポ
イ
ン
ト
で
割
り
出
す
こ
と
が
出

来
る
優
れ
た
漁
師
の
知
恵
で
あ
り
、

Ｇ
Ｐ
Ｓ
等
の
測
位
器
機
が
発
達
し
た

現
在
に
お
い
て
も
よ
く
使
わ
れ
て
い

ま
す
。

■
遊
漁
者
の
漁
法

よ
く
「海
に
行
っ
て
潜
っ
た
ら
サ
ザ

エ
や
ア
ワ
ビ
が
獲
れ
た
」と
い
う
話

を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

共
同
漁
業
権
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い

海
域
は
少
な
く
、
漁
業
権
侵
害
に
問

わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
地

元
の
漁
協
に
確
認
す
る
等
、
十
分
注

意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
漁
業
法
に
基
づ
い
て
定
め

ら
れ
て
い
る
県
漁
業
調
整
規
則
に
よ

り
、
漁
業
者
以
外
の
者
が
で
き
る
漁

法
は
、
竿
釣
り
、
た
も
網
、
投
網
等

に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

釣
り
や
ダ
イ
ビ
ン
グ
な
ど
の
海
洋

レ
ジ
ャ
ー
を
楽
し
む
人
も
増
え
て
い

ま
す
が
、
ル
ー
ル
を
守
っ
て
楽
し
ん
で

頂
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

漁業法の概要

大
臣
管
理
漁
業

【指定漁業】（政令）
沖合・遠洋で操業する沖合底びき網、大中型まき網、遠洋
かつおまぐろ漁業等

【承認漁業】（省令）
沖合・遠洋で操業するずわいがに、東シナ海はえ縄漁業等

知
事
管
理
漁
業

【知事許可漁業】（都道府県漁業調整規則）
地先、沖合で操業する小型まき網、機船々びき網漁業等

【漁業権漁業】
一定の水面を漁協で共同利用して営む小規模漁業
■定置漁業（最深部27ｍ以上の定置網漁業）
■区画漁業（真珠、貝類、魚類等の養殖漁業）
■共同漁業（藻類、貝類、小型定置、固定式刺網漁業等）

【法定知事許可漁業】
特に調整が必要な中型まき網、小型底びき網漁業等

※

あ
く
ま
で

イ
メ
ー
ジ
で
す
。

一 村並之猟場は、村境を沖え見通し、
猟場の境たり

一 磯猟は地附次第なり、沖は入会
一 川は附寄次第に随い、中央境たり

「律令要略」
山野河川入会（寛保元年）

■
見
え
な
い
線
を
見
る

許
可
区
域
を
構
成
す
る
線
の
多

く
は
、
陸
上
の
構
造
物
等
を
基
点
と

「山たて」とは

陸上の目印となる物２点を
結んだ線２本が交わる点で
海上の位置を特定する方法

許可区域


